
指定番号 施設名 R1年度総額

0150402501 あんあんclass白石中央ルーム 450,576

0150402873 あんあんclass菊水ルーム 401,804

指定番号 施設名 R1年度総額

0150800399 あんあんclass南平岸ルーム 442,675

0150503498 あんあんclass厚別中央ルーム 364,712

指定番号 施設名 R1年度総額

0150402410 あんあんclass東札幌ルーム 183,791

指定番号 施設名 R1年度総額

0151000387 あんあんclass江別ルーム 468,829

株式会社ｉＮｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

ゆあコーポレーション株式会社

～令和1年度　特定処遇　実績一覧表～

春愛・コーポレーション株式会社

はるＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社



指定番号 施設名 R2年度総額

0150402501 あんあんclass白石中央ルーム 962,092

0150402873 あんあんclass菊水ルーム 606,642

指定番号 施設名 R2年度総額

0150800399 あんあんclass南平岸ルーム 920,867

0150503498 あんあんclass厚別中央ルーム 866,671

指定番号 施設名 R2年度総額

0150402410 あんあんclass東札幌ルーム 326,552

指定番号 施設名 R2年度総額

0151000387 あんあんclass江別ルーム 1,109,305

ゆあコーポレーション株式会社

株式会社ｉＮｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

はるＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社

～令和2年度　特定処遇　実績一覧表～

春愛・コーポレーション株式会社











 当グループでは 、下記の加算を算定するために必要な要件を満たす「令和６年度福祉・介護職員

処遇改善加算等 処遇改善計画 」を提出しております。

適用加算:福祉・介護職員処遇改善加算 (新加算)Ⅰ

 ※新加算Ⅰの加算率（ゆあコーポレーション株式会社）

     児童発達支援：13.1%   放課後等デイサービス：13.4%

適用加算:福祉・介護職員処遇改善加算 (新加算)Ⅱ

 ※新加算Ⅱの加算率（春愛・コーポレーション株式会社、はるCorporation株式会社）

     児童発達支援：12.8%   放課後等デイサービス：13.1%

<福祉 ・介護職員処遇改善加算>

 福祉・介護職員の人材確保を更に推し進め、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に

2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の

一本化と、加算率の引き上げを行います。令和7年度以降の新加算の完全施行までに、令和6年度の

スケジュールを踏まえ準備予定です。(令和6年度末迄経過措置期間)

 また、春愛・コーポレーション株式会社、はるCorporation株式会社は新加算Ⅰの取得を目指し

ます。当グループでは、具体的に下記の各要件に取り組む予定です。

1．キャリアパス要件

1）キャリアバス要件Ⅰ (任用要件・賃金体系)

 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じ

た賃金体系を定めている。また、終業規則等の明確な根拠規定を整備し周知している。

2）キャリアパス要件I I (研修の実施等)

 福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に

係る研修の実施又は研修の機会を確保する。

  a：研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉 ・介護職員の能力評価

    ⇒キャリアアップシート作成、施設⾧面談による個々の目標設定

    ⇒社内研修と社外研修の充実、行動援護研修等の費用負担

  b：資格取得のための支援

    ⇒勤務シフトの調整、休暇付与、費用援助等

3）キャリアパス要件Ⅲ (昇給の仕組み)

 福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。

  a：経験に応じて昇給する仕組み

    ⇒勤続年数や経験年数に応じ昇給する仕組みを整備。

  b：資格等に応じて昇給する仕組み

    ⇒介護福祉士や実務者研修、その他資格取得に応じ昇給する仕組みを整備。

令和6年度 処遇改善加算等の取得状況について



4）キャリアバス要件IV (改善後の賃金額)

 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上。

 ※事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要であり既定の

  整備や研修・実務経験などに一定期間要するため、取り組み中。

2．月額賃金改善要件

1）月額賃金改善要件I ※令和7年度から適用

 新加算相当の加算額の2分の1以上を、月給 (基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充

てる予定。

 ※新加算IVの加算率

     児童発達支援：9.6%   放課後等デイサービス：9.8%

3．職場環境等要件

 6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取組予定。

 情報公表システム、ホームページ等で実施した取組の内容について具体的に公表します。

 ※令和6年度中は、6つの区分から3つを選択し、それぞれで1以上取組。内容の公表不要。

<区分>

 ・入職促進に向けた取組

    ⇒事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修の為の制度構築。

    ⇒職業体験の受入れ、地域行事への参加による職業魅力向上の取組み。

 ・資質の向上やキャリアアップに向けた支援

    ⇒働きながら資格取得を目指す者への支援、各種研修の受講支援等。

    ⇒上位者・担当者によるキャリア面談など、キャリアアップ相談の機会の確保。

 ・両立支援・多様な働き方の推進

    ⇒育児や介護と仕事の両立を目指す為の休業制度等の充実。

    ⇒職員の事情に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入。正規職員への転換制度。

    ⇒有給休暇が取得しやすい環境の整備。

    ⇒職員の各種相談窓口設置による相談体制の充実。

 ・腰痛を含む心身の健康管理

    ⇒雇用管理改善の為の管理者に対する研修等の実施。

    ⇒事故・トラブルへの対応マニュアルの作成・体制の整備。

 ・生産性向上のための業務改善の取組

    ⇒5S活動等の実践による職場環境の整備。

    ⇒業務手順書の作成や記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減。

 ・やりがい・働きがいの醸成

    ⇒ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化、勤務環境の改善。

    ⇒利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供。

4．見える化要件について

 当グループでは、各事業所のホームページにおいて、取り組み状況を掲載するとともに、「障害

福祉サービス等情報公表システム」にて職場環境等要件について掲載予定です。

 ※要件等掲載内容:厚生労働省 令和7年度処遇改善加算制度の一本化資料参照しています。



令和７年度 処遇改善加算等の取得状況について

当グループでは 、下記の加算を算定するために必要な要件を満たす「令和７年度福祉・介護職員処遇改善

加算等 処遇改善計画 」を提出しております。

適用加算:福祉・介護職員処遇改善加算 (新加算)Ⅰ

※新加算Ⅰの加算率（秋の森株式会社）

児童発達支援：１３．１%

適用加算:福祉・介護職員処遇改善加算 (新加算)Ⅱ

※新加算Ⅱの加算率（春愛・コーポレーション株式会社、はるCorporation株式会社）

児童発達支援：１２．８% 放課後等デイサービス：１３．１%

<福祉 ・介護職員処遇改善加算>

福祉・介護職員の人材確保を更に推し進め、障害福祉の現場で働く方々にとっての職場環境改善に繋がる

よう、令和６年度に２．５%、令和７年度に２．０%のベースアップを図り、令和６年６月以降、処遇改善

に係る加算の一本化と加算率の引き上げを行いました。令和７年度以降の新加算の施行で、更なる賃上げや

環境改善に努めます。

また、春愛・コーポレーション株式会社、はるCorporation株式会社は新加算Ⅰの取得を目指します。当グ

ループでは、具体的に下記の各要件の取り組みを実施しております。

1．キャリアパス要件

1）キャリアバス要件Ⅰ (任用要件・賃金体系)

福祉・介護職員について、職位、職責 、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体

系を整備し就業規則等を全ての職員に周知を行っている。

2）キャリアパス要件I I (研修の実施等)

福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修

の実施又は研修の機会を確保している。

a：研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉 ・介護職員の能力評価

b：資格取得のための支援(勤務シフトの調、休暇の付与、費用の援助等)

3）キャリアパス要件Ⅲ (昇給の仕組み)

福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備している。

a：経験に応じて昇給する仕組み

b：資格等に応じて昇給する仕組み

c：一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

4）キャリアバス要件IV (改善後の賃金額)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上としている。

5）キャリアパス要件Ⅴ (介護福祉士等の配置)

福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っています。

※現在は秋の森株式会社のみ

2．月額賃金改善要件

1）月額賃金改善要件Ⅰ

新加算相当の加算額の２分の１以上を、月給 (基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる計

画としている。

※新加算IVの加算率

児童発達支援：９．６% 放課後等デイサービス：９．８%



3．職場環境等要件

６つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は３つ以上うち⑱は必須)の取り組みを実施。

情報公表システム、ホームページ等で実施した取組の内容について具体的に公表します。

<区分>

◎入職促進に向けた取組

②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

⇒他の事業所と合同説明会の開催、共通の求人広告を出すことによる人員体制の確保。繁忙期や感染症等に

より一時的な職員不足の対策として、他の施設からの職員派遣や短期間支援に入る仕組みの構築。その他

「実務者研修」の参加支援を実施し、事業所間の職員交流も同時に実施。

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組みの実施

⇒大学・専門学校等への企業パンフレットの配布、就職説明会への参加、また、地域の行事に各事業所

が参加し、知名度や職業理解を向上する。

◎資質の向上やキャリアアップに向けた支援

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しよ

うとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支

援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

⇒各資格取得の受講費用補助とシフト調整、勤務時間内の取得支援などを実施。

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方に関する定期的な相談の機会の確保

⇒上⾧によるキャリアアップの面談を年２回実施。個人の課題を明確にし、キャリアアップへ繋げる。

◎両立支援・多様な働き方の推進

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か

ら正規職員への転換の制度等の整備

⇒時短勤務制度を小学生まで拡充し、多様な働き方が選択できるよう支援。

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解

消に取り組んでいる

⇒夏や冬などに連続休暇を推奨し、実績を確認する。連続休暇時は業務に支障がないよう「業務の見える化

と誰でも変わりができる」業務の棚卸を行う。

◎腰痛を含む心身の健康管理

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

⇒外部サポートサービスを取り入れた健康サポートの導入（AIG損害保険㈱）、サポートサービス案内を各

事業所の休憩室などに掲示。

⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

⇒業務の属人化防止の為、マニュアルの整備、社内研修や外部講師の研修を充実させ実施。

◎生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための業務改善の取組

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している

⇒特定の職員に業務が集中しないように、業務のマニュアル化・標準化を実施。また、情報端末を使用した

情報共有で課題や状況、データの見える化（可視化）を実施。

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

⇒各種マニュアルの整備やチェックリストの導入、フォーマットの簡素化による作業負担軽減を実施。

㉑業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの）、情報端末（タブレット端末、スマート

フォン端末等）の導入

⇒業務支援ソフト（㈱LITALIKO社製、LITALIKO発達ナビ）の導入、各施設に複数台スマートフォン端末等

の導入を実施。



の導入を実施。

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行

うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改

善に向けた取組の実施

⇒グループ内企業共同での各種委員会（虐待、感染症、ハラスメント等）の設置、複数施設で統一した

フォーマットの使用や合同研修会の実施。また、本部機能を有することで総務・経理など各管理業務を集約

し現場負担の軽減に繋げている。その他、クラウド型の記録管理システムの導入、複数施設で共通の人事管

理を実施しシフト管理や異動管理を効率化している。

◎やりがい・働きがいの構成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえ

た勤務環境や支援内容の改善

⇒職場内で意見交換などを通じ、自己分析を促し、勤務内容や支援内容を改善する。

㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

⇒障害福祉の目的、理念を学ぶ研修を定期的に開催。また、自法人の理念も合わせて考え方が浸透するよう、

研修内容に盛り込んでいる。

※福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件（令和７年度以降）参照

4．見える化要件について

当グループでは、ホームページにおいて、取り組み状況を掲載するとともに、「障害福祉サービス等情報

公表システム」にて職場環境等要件について掲載しております。
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